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【お問い合わせ先】
長万部町民生児童委員協議会事務局
（役場保健福祉課内） ☎２－２４５４

●支 給 対 象
　児童手当等は、15歳到達後最初の３月31日までの間
にある子ども（中学校修了前の子ども）を養育している
方に支給されます。
●支　給　額
　０歳～３歳未満 月額15,000円 （一律）
　３歳～小学校修了前 月額10,000円 （第１子・第２子）
 月額15,000円 （第３子以降）
　中　　学　　生 月額10,000円 （一律）
　特　例　給　付 月額 5,000円 （一律）
●支 払 時 期
　児童手当は、２月～５月分の手当は６月に、６月～９

月分の手当は10月に、10月～１月分の手当は２月に支
払われます。
●認 定 請 求
　出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児
童手当等を受給するには、役場の窓口に「認定請求書」
の提出が必要です。
　児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分
から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給され
ます。
※公務員の方は勤務先での手続きとなります。
【お問い合わせ先】
　町民課戸籍医療年金係　☎２－２４５３

児童手当制度に該当していませんか

長万部町高砂町411-345  TEL（2）3937光設備サービス光設備サービス光設備サービス株式会社

毎日の生活をより快適に！
お気軽にご相談ください。

給湯機器・暖房用エアコン・水洗トイレ・洗面化粧台
ＦＦストーブ　各設備、 設計施工を承ります！

　今年度は、３年に一度の一斉改選の年にあたり、12月１日からあらためて30人の民生委員・児童委員、２名の主任児童
委員が厚生労働大臣、北海道知事から委嘱され、併せて長万部町福祉委員として委嘱されました。
　民生委員・児童委員は、高齢者や障がい者などの福祉向上や児童の健全育成、低所得者の自立更生などの社会福祉活動を
担っています。
　また、主任児童委員は、児童福祉に関する相談や支援活動、関係機関との連携などを行っております。
　それぞれの地区に担当委員がおります。相談の内容は必ず守られますので、悩みごとや心配ごとがありましたら、お気軽
にご相談ください。

新しい民生委員・児童委員が委嘱されました新しい民生委員・児童委員が委嘱されました

民生委員・児童委員、主任児童委員名簿 任期：平成28年12月1日～平成31年11月30日

担 当 地 区
担　当　委　員
委 員 名 電話番号

豊 津・ 豊 野 佐橋　　茂 5-2618
国縫・花岡一部・茶屋川 庭野　泰雄 5-2329
国 縫 長﨑　基子 5-2030
中ノ沢・花岡一部 桑原　光子 2-5170
平 里 佐々木眞理子 2-4555
平里（福祉施設） 池田　　稔 2-2601
大 浜 大山　玉緒 2-3109
大浜(はまなす団地周辺) 小形　新一 2-2660
大町1～2・6～9・11班・曙町 白鳥　　忠 2-2228
大町3～5・10・12～14班 松浦　邦弘 2-2613
本 町 阿部　雅子 2-2116
本 町 武澤　信行 2-2155
元 町 鈴木　征逸 2-2708
陣 屋 町 北山　陽子 2-2734

担 当 地 区
担　当　委　員
委 員 名 電話番号

陣 屋 町 呉　　敏弘 2-4448
温 泉 町 髙井　素子 2-5255
高 砂 町 佐藤　雅子 2-2073
高 砂 町 辻村千代子 2-3499
高 砂 町 伊藤　陽子 2-4476
南 栄 町 鹿島あつ子 2-3214
南 栄 町 菊地　澄子 2-3030
南 栄 町 渋谷　洋子 2-3857
新 開 町 松前美枝子 2-3428
富 野 杉村　靜子 2-3464
双葉・美畑・知来・蕨岱 石川いつ子 2-5566
旭 浜 能登　　正 2-4188
栄 原・ 栗 岡 三原智以子 2-4830
共立・静狩一部 遠藤　隆憲 2-5077

担 当 地 区
担　当　委　員
委 員 名 電話番号

静狩1・2・3区(旧7,8,9区含む) 永井　恒久 6-2228
静狩4・5・6区 鈴木　　進 6-2472

主任児童委員
担　当　委　員
委 員 名 電話番号

長万部町内全区域
大德　道賢 6-2019
小西まり子 2-5045


